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基本的に、譲渡事業は以下の流れで進められています。各段階でどのような飼い主教育、また啓蒙活動がで
きるかを示しました。（詳しくは各ページを参照してください）

譲渡の流れ 飼い主教育

引取り・収容 …
飼育放棄で飼い犬の引取りを求められたり、飼い犬や飼い
猫が産んだ子犬・子猫の引取り依頼があった場合、飼い主
の責任について十分な指導を行う必要があります。

健康チェック・健康管理

適性評価  （☞ P.6） …
動物の性質をみきわめ、それを理解した上で適切にケアを
行うことで、より譲渡されやすくなります。また、この評
価の時点から、どのような飼い主がふさわしいか、動物と
飼い主のマッチングを考え始めることが、後の飼い主教育
にもつながります。

収容中のケア・譲渡に向けた
トレーニング

譲渡希望者の募集～譲渡事業のPR
（☞ P.10） … 日頃から、広報誌やマスコミを通して、譲渡事業の PRを

行い、潜在的な譲渡希望者を増やしておくことが大事です。

譲渡希望者の調査（☞ P.14） …
希望者が適切に動物を飼養する基本的条件をそろえている
かどうか、質問シートへの記入や面接、また家庭訪問など
で確認します。

事前講習会
（☞ P.18）

…
新たな飼い主に適正飼養者になってもらうために、譲渡前
に適切な情報を伝えるチャンスです。説明責任を果たすだ
けの講習会から、より相手に伝わる効果的な講習会にする
ためにはどうしたらよいか、プレゼンテーションスキルと、
各地域の実情にあった工夫が求められます。

マッチング
（☞ P.30） …

個々の動物に合わせてふさわしい飼い主を想定し、マッチ
ングを行うことが、適正飼養者を増やす基本です。また希
望者には「我が家にどんな犬が適しているか」を冷静に考
えてもらい、的確なアドバイスをしていくことが、飼い主
教育の第一歩です。

正式譲渡～動物の引き渡し
（☞ P.38）

… 実際に動物を渡す際にも適切なアドバイスができるように
しましょう。

アフターフォロー　へ
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飼い主が引取りを希望してきた場合、どのような対応ができるでしょうか。
行政の立場上、引取りを拒否することはできませんが、この機をとらえて、動物愛護の観点からの
指導を行うことは必要なのではないでしょうか。
ただ、引取りを求めてくる飼い主にもさまざまな事情があります。以下のようなアプローチも参考
にしてみてください。

安易に引取りを求めるのではなく、飼い主自らが積極的に次の飼い主を捜すようにアド
バイスをする。（ホームページの利用や、愛護団体への相談など、具体的な方法を提示す
ることが有効です）

子犬や子猫の引取り依頼の場合、母親の不妊手術を早急に行うように指導することが最
も大切です。誓約書を書かせ実施報告をしてもらうことを条件に子犬を引取る、それが
実施されない場合には今後子犬の引取りには応じない、としている自治体もあります。
実際にどのくらいの数の動物が殺処分されているか、具体的に話すことで効果を上げる
場合もあります。

問題行動（吠えるなど）が原因で引取りを依頼してきた場合、しつけインストラクター
やトレーナーなどの専門家に相談してみたか聞いてみましょう。地域にそうした人がい
ることを知らない、また問題解決の糸口があるかもしれないことを知らない人もいます。
専門家のリストを渡して一度相談してみることを勧めてみましょう。

※いきなり動物を連れてきて「引き取って欲しい」というかたちではなく、まず電話による引取りの問い合
わせがある場合も多いものです。その時点で「連れてくるということは殺処分になること」だと伝え、原
因は何か、連れてくる前にできることはないか、ぜひ積極的にアドバイスしましょう。

例①

例②

例③

■アフターフォロー

COLUMN   1
飼育放棄をする飼い主に何を伝えるか
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譲渡後のしつけ方教室
（☞ P.42） …

譲渡後の「しつけ方教室」では、訓練ではなく、人と動物
が互いに快適に暮らすために役立つ内容を中心に考えま
しょう。しつけ方教室の対象は犬だけでなく、猫の場合も
あります。いずれも、飼い主にとっては気軽に飼育相談で
きる場所であり、行政サイドから見ればきちんと適正飼養
がなされているかどうかの確認ができる機会でもあります。

譲渡後の飼育相談
（☞ P.62） …

吠える、引っ張る、トイレがうまくできないなど、電話や
来所による相談があった場合に、適切な対応（その場での
アドバイス、専門家の紹介、情報提供など）をすることで、
問題が深刻な飼育放棄につながらないようにしましょう。

追跡調査
（☞ P.80） …

譲渡後、3カ月あるいは半年を目安に、飼育状況を報告し
てもらうようシステムを整えましょう。特に重要なのは、
「不妊去勢手術」の実施報告です。報告がない場合は電話
や家庭訪問で確認をすることも必要ですが、人員不足の場
合、動物愛護推進員やボランティアなどの力を借りること
も検討しましょう。




